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■お問合せ　税務課 ☎２２-８８４１

■お問合せ　総務課 ☎２２-1700

家屋の新築・増築・取り壊しなどの
際は税務課へご連絡を！

家屋の固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在の所有者に課税されます。
税務課では新築・増築家屋や取り壊し家屋などの把握に努めていますが、適切
な課税を行うためにも、次のような場合は役場税務課に連絡をお願いします。

※「家屋」には、住宅だけでなく、店舗・倉庫・車庫なども含まれます。

【新築・増築の場合】
　家屋を新築・増築された方は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、
税務課職員が家屋調査をさせていただきますので、完成後はお早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相
談のうえ、お伺いします。

【取り壊しの場合】
　家屋の一部または全部を取り壊された方は、届け出が必要になります。届け出をしないままだと、翌年度以
降も引き続き固定資産税が課税されることがあります。土地の税額が変わることもありますので、お早めにご
連絡ください。すでに法務局（登記所）に取り壊しの登記手続きをされた方は、連絡の必要はありません。

【未登記家屋を所有権移転した場合】
　未登記家屋を売買や相続等で所有権移転された方は、届け出が必要になります。届け出をしないままだと、
翌年度以降も引き続き前所有者に固定資産税が課税されることがありますので、お早めにご連絡ください。

　　　　　　税に関する情報は国税庁ホームページへ　https://www.nta.go.jp/
　　　　　　■お問合せ　御坊税務署 ☎22-0695（音声案内2）

御坊税務署からのお知らせ
○ 非常勤職員の募集について

○ ダイレクト納付体験コーナーの設置について

御坊税務署では、確定申告期における非常勤職員を募集しております。
定員になり次第、締め切らせていただきますが、興味のある方は、担当者までお気軽にご連絡ください。
期　　間：令和４年２月上旬から令和４年３月31日まで
勤 務 日：月曜日から金曜日（土日祝除く）
賃　　金：時給900円
仕事内容：確定申告に来られた納税者のパソコン操作補助、案内事務、
	 受付事務、パソコン入力、書類の仕分け等

御坊税務署にて ダイレクト納付体験コーナー 設置しております。

☞ 実際にPCを操作することで、ダイレクト納付の手続きを体験！
☞ 職員がマンツーマンでPC操作等を案内！
☞ 持参するものなし！予約不要！	※混雑時には、お待ちいただく場合がございます。
体験は５分から10分程度で終わりますので、
お近くにお越しの際などには、是非お立ち寄りください。

体験
コーナー
とは…

御坊税務署　総務課
荻野（おぎの）
☎22-0695（音声案内２）

御坊税務署 管理運営担当
☎22-0695（音声案内２）

なるほど!  これなら

できるかも♪


